
 

新型コロナウイルス感染症に係る市の対応について 

 

令和４年１月２６日 

新型コロナウイルス感染症三次市対策本部 

 

令和４年１月２５日に開催された新型コロナウイルス感染症広島県対策本部員会議において

「『まん延防止等重点措置」の実施期間延長に伴う新型コロナ感染拡大防止のための集中対策」

が２月２０日まで延長されたことから，新型コロナウイルス感染症三次市対策本部において１

月１３日に決定した「新型コロナウイルス感染症に係る市の対応について」を２月２０日まで

継続する。 

なお，感染の状況や国・県の対応等を踏まえ，適宜見直すものとする。 

 


